
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  リース資産の取得価額 

Ｑ：リース資産の取得価額は、どのように

計上するのですか？  

 

Ａ：原則として、そのリース期間中に支払

うべきリース料の合計額によります。 

【解説】 

税務では、賃借人におけるリース資産の取

得価額は、原則として、そのリース期間中に

支払うべきリース料の額の合計額によること

とされていますが、リース料の額の合計額の

うち利息相当額からなる部分の金額を契約書

等から合理的に区分することができる場合に

は、そのリース料の額の合計額からその利息

相当額を控除した金額をそのリース資産の取

得価額とすることができるとされています。 

ただし、この場合には、次のことに注意が

必要です。 

①  再リース料の額は、原則として、リース資

産の取得価額に算入しない。ただし、再リ

ースをすることが明らかな場合には、その

再リース料の額はリース資産の取得価額

に含まれる。 

②  リース資産を事業の用に供するために賃

借人が支出する付随費用は、リース資産の

取得価額に含まれる。 

③  利息相当額を控除した金額を取得価額と

した場合には、その利息相当額はリース期

間の経過に応じて利息法又は定額法によ

り損金の額に算入することができる。 
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